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■■■■■　正誤　０１
誤 正

A　１-８-４-２ 以下の国立大学共通ソフトは，平成14年5月27
日までに正式にリリースされた場合は，これ
を導入すること．

以下の国立大学共通ソフトを導入接続できる
こと．

１）医事会計汎用システム １）医事会計汎用システム
２）レセ電算システム ２）レセ電算システム

■　事由等 要求仕様の妥当性の確保
■　参照 上記に伴い，次の章節項目を修正した：

　C-(v)　２１　医事会計汎用インターフェイス
　C-(v)　２２　レセ電算システム

■■■■■　正誤　０２
誤 正

C-(v)　１-１-２-１ 検査部システムで扱う検査は以下のとおりと
する．

検査部システムで扱う検査は以下のとおりと
する．

１）血液検査，生化学検査，尿検査 １）血液検査，生化学検査，尿検査
２）細菌検査，組織細胞診検査 ２）細菌検査
３）外部委託検査（＝外注検査） ３）外部委託検査（＝外注検査）

■　事由
■　参照

■■■■■　正誤　０３
誤 正

C-(v)　１-４-１-１ 既存の検査機器とのオンライン接続するこ
と．なお機器接続に関する詳細については資
料を参照のこと．

既存の検査機器とのオンライン接続するこ
と．なお機器接続に関する詳細については資
料を参照のこと．

１）臨床検査システム　HILAS-1000 １）臨床検査システム　HILAS-1000
２）生化学自動分析装置　H7070 ２）生化学自動分析装置　H7070
３）高速電解質分析装置　PVA-α-Ⅲ ３）高速電解質分析装置　PVA-α-Ⅲ
４）高速自動電気永動装置　REP ４）高速自動電気永動装置　REP
５）自動グリコヘモグロビン装置　HA-8131S ５）自動グリコヘモグロビン装置　HA-8131S
６）自動電気泳動装置　AES320 ６）自動電気泳動装置　AES320
７）総合血液学検査システム血液検査用デー
タ処理装置　DPS2000

７）総合血液学検査システム血液検査用デー
タ処理装置　DPS2000

８）全自動免疫測定装置　Axsym ８）全自動免疫測定装置　Axsym
９）ELISA自動測定装置　Bep3 ９）ELISA自動測定装置　Bep3
１０）免疫血清測定装置　Unicap100 １０）免疫血清測定装置　Unicap100
１１）臨床データ集中管理システム　MMT-MOS １１）臨床データ集中管理システム　MMT-MOS
１２）クリニテックアトラス　Clinitek １２）クリニテックアトラス　Clinitek
１３）凝固線溶系検査装置　Behring
Coaglation System

１３）凝固線溶系検査装置　Behring
Coaglation System

１４）自動高速赤血球沈降速度測定装置
Monitor-S SERIESⅡ Ver5.0

１４）自動高速赤血球沈降速度測定装置
Monitor-S SERIESⅡ Ver5.0

１５）自動血球計数装置　K1000《夜間休日緊
急検査用》
１６）生化学自動分析装置　H7070《夜間休日
緊急検査用》
１７）血糖　DRYHEMATO System CG01《夜間休
日緊急検査用》

加点項目 ｛以下の機器とも接続しデータ授受とその管
理を行うならば加点として評価する：
１５）自動血球計数装置　K1000　《夜間休日
緊急検査用》
１６）生化学自動分析装置　H7070　《夜間休
日緊急検査用》
１７）血糖値分析装置　DRYHEMATO System
CG01　《夜間休日緊急検査用》　｝

■　事由

■　註記 １４）自動高速赤血球沈降速度測定装置　Monitor-S SERIESⅡ Ver5.0　は

旧仕様書（2001/07/06）から本仕様書（2002/04/01）へ構成変更した際のチェック漏れ
当該内容は「１１ 病理診管理システム」に移転済み．

A　１-８-２　との整合性の保持
この項目では《夜間休日緊急検査用》機器との接続運用を必須事項としていない．
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■■■■■　正誤　０４
■　対象 C-(iv)　２-２-３

C-(iv)　３-１-４
C-(iv)　８-２-２
C-(iv)　１６-２-２
C-(iv)　１７-４-４
C-(iv)　１７-４-５

誤 正
２-２-３ 検索機能 検索機能

処方薬剤の選択時に，医薬品名称・薬効分類
をキーとする検索が行えること．

－－－

２-２-３-１ 以下に挙げるキーによって薬剤を検索できる
こと．

処方薬剤の選択時に，医薬品名称・薬効分類
をキーとする検索が行えること．

２-２-３-２ －－－ 以下に挙げるキーによって薬剤を検索できる
こと．

３-１-４ 変更と中止 変更と中止
オーダの中止や変更は，オーダの進捗状況に
応じて適宜行えること．

－－－

３-１-４-１ 確定済オーダの変更や中止は，以下の要件を
満たす機能を有すること.

オーダの中止や変更は，オーダの進捗状況に
応じて適宜行えること．

３-１-４-２ －－－ 確定済オーダの変更や中止は，以下の要件を
満たす機能を有すること.

８-２-２-５ DO機能ならびに拡張DO機能を有すること． DO機能ならびに拡張DO機能を有すること．
ある食事帯の食事内容を任意の食事帯に複写
できること．

－－－

加点項目 ｛セット入力，すなわち一般食・特別食・欠
食等あらかじめ登録されたセット食を選択す
ることで入力の簡略化を図ることができるな
らば加点として評価する．｝

－－－

８-２-２-６ パターン食指示（＝数種類の食種をパターン
に従って繰り返しオーダすること）ができる

ある食事帯の食事内容を任意の食事帯に複写
できること．

加点項目 －－－ ｛セット入力，すなわち一般食・特別食・欠
食等あらかじめ登録されたセット食を選択す
ることで入力の簡略化を図ることができるな
らば加点として評価する．｝

８-２-２-７ スケジュール食指示ができること． パターン食指示（＝数種類の食種をパターン
に従って繰り返しオーダすること）ができる

８-２-２-８ －－－ スケジュール食指示ができること．

１６-２-２ 検体採取場所の指定 検体採取場所の指定
依頼を出した診療端末毎にデフォルトの検体
採取場所を設定できること．

－－－

１６-２-２-１ 検体の採取場所については，依頼を出した診
療端末毎にデフォルトを設定できること．

依頼を出した診療端末毎にデフォルトの検体
採取場所を設定できること．

１６-２-２-２ 項目別に採取場所の指定ができること． 検体の採取場所については，依頼を出した診
療端末毎にデフォルトを設定できること．

１６-２-２-３ 時間帯別に採取場所の指定ができること． 項目別に採取場所の指定ができること．
１６-２-２-４ －－－ 時間帯別に採取場所の指定ができること．

１７-４-４ 地域連携システム
地域連携システムで必要とする診療情報を，
当該システムに送信できること．

－－－

１７-４-４-１ －－－ 地域連携システムで必要とする診療情報を，
当該システムに送信できること．

１７-４-５ 医事会計システム
保険請求に必要な情報を医事会計システムに
送信できること．

－－－

１７-４-５-１ －－－ 保険請求に必要な情報を医事会計システムに
送信できること．

■　事由 項目番号の脱落ほか
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■■■■■　正誤　０５
誤 正

C-(iv)　６-２-１-１１ 予約に必要な情報のうち以下の項目は診療プ
ラットフォームから自動転記できること．

予約に必要な情報のうち以下の項目は診療プ
ラットフォームから自動転記できること．

１）患者番号，患者氏名，性別，生年月日， １）患者番号，患者氏名，性別，生年月日，
２）診療科部，診療グループ，主治医／担当
医，オーダ医師

２）診療科部，診療グループ，主治医／担当
医，オーダ医師

３）病棟 ３）病棟
加点項目 ｛さらに，以下の項目を自動転記できるなら

ば加点として評価する．
｛さらに，以下の項目を自動転記できるなら
ば加点として評価する．

４）診療グループ ４）患者ステータス，予約来院目的フラグ，
リコール・ステータス

５）患者ステータス，予約来院目的フラグ，
リコール・ステータス

５）実施日の担当看護婦／グループ

６）実施日の担当看護婦／グループ ６）看護区分
７）看護区分 ７）介助区分　｝
８）介助区分　｝

■　事由
■　註記
■　参照 C-(iv)　　７-２-１-１１

C-(iv)　１１-２-１-１１
C-(iv)　１２-２-１-１１
C-(iv)　１３-２-１-１１
C-(iv)　１４-２-１-１１

矛盾の解消および部門システムモジュール間の共通性の確保
当該部門システムが他ベンダー供給の場合には種々の実装方策が考えられるが，HIS 本体
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■■■■■　正誤　０６
■　対象 C-(v)　　２　生理検査システム 　２-３-１　予約制限

C-(v)　　６　放射線部システム 　６-３-２　予約制限
C-(v)　　７　放射線治療システム 　７-３-１　予約制限
C-(v)　　８　高気圧治療部システム 　８-４-１　予約制限
C-(v)　　９　理学療法部システム 　９-４-１　予約制限

誤 正
＃-＃-＃-１ 依頼項目について，スケジュール管理できる

こと．
加点項目 ｛機器や診療スタッフについても同時にスケ

ジュール管理できるならば加点として評価す
る．｝

＃-＃-＃-２ 土・日・祝日の他，登録された本院の休診日
は，予約枠設定時の日付軸に文字色や背景色
によって明示される機能を有すること．

＃-＃-＃-３ 予約シート上のセルについて，１セル当たり
の時間枠は実施部門の担当者，あるいはその
代行者によってのみ設定可能とすること．

加点項目 ｛１セル当たりの時間枠の設定について，以
下の機能を有する場合，加点として評価す
１）土曜・日曜等の休診日，あるいは早朝・
深夜等に位置するセルについて，個々のセル
の時間枠を任意に設定する機能．
２）あらかじめ想定されている機器の保守，
部門スタッフの都合により，特定日時におけ
る予約枠自体の設定を行わない機能．｝

＃-＃-＃-４ 予約の必要な検査または処置について，予約
事項に関する制約管理ができること．
１）項目
２）項目ごとの最小単位予約枠ならびに予約
枠の設定と変更
３）非稼働日時
４）項目ごとの前処置事項
５）コメント

加点項目 ｛以下の予約要求事項に対する制約管理がで
きるならば加点として評価する．
６）項目の付随項目として登録された前処置
内容における，依頼側への必要条件
７）項目の付随項目として登録された前処置
内容における，ブッキング処理
８）項目の実施に要する検査機器および検査
室のリンク付けと管理
　　なお検査機器ごとの最小単位予約枠の管
理を含むものとする．
９）項目ごと機器ごと／曜日ならびに時刻帯
ごとの，予約枠に対する優先予約取得診療科
部等の設定
１０）項目ごと／診療科部ごとの，回数およ
び予約限度期間の制限　｝

■　事由 部門システムモジュール間の共通性および機能整合性の確保等
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■■■■■　正誤　０７
■　対象 C-(v)　２-１-２-１３

C-(v)　６-１-２-１３
C-(v)　７-１-１-１３
C-(v)　８-１-１-１３
C-(v)　９-１-１-１３

誤 正
＃-＃-＃-１３ 患者の受付処理により受付番号が採番される

こと．
患者の受付処理により受付番号が採番される
こと．

加点項目 ｛受付番号の連番管理機能を有するならば加
点として評価する．また，全システム内で一
意であること．｝

｛受付番号の連番管理機能を有し，外部接続
システムまたは外部接続機器内を除いた本調
達物件の全システム内で一意の識別記号番号
が維持されるならば加点として評価する．｝

加点項目 ｛同一患者で同一医師から同一日にオーダが
複数ある場合，受付番号発番前の未発行の
オーダは全てまとめて受付番号が発番される
ならば加点として評価する．｝

｛同一患者で同一医師から同一日にオーダが
複数ある場合，受付番号発番前の未発行の
オーダは全てまとめて受付番号が発番される
ならば加点として評価する．｝

■　事由
■　註記
■　註記

■■■■■　正誤　０８
■　対象 C-(v)　１-２-１-１０

C-(v)　１-５-２-１０
C-(v)　１１-３-１-１０

誤 正
＃-＃-＃-１０ 受付番号の連番管理機能を有すること． 受付番号の連番管理機能を有すること．

加点項目 ｛また，全システム内で一意であるならば加
点として評価する．｝

｛また，外部接続システムまたは外部接続機
器内を除いた本調達物件の全システム内で一
意の識別記号番号が維持されるならば加点と
して評価する．｝

■　事由 表現の修正と誤解の回避および妥当性の確保
■　註記 前述した正誤項目の註を参照のこと．

｛｝で囲まれた部分はあくまで加点項目であって，たとえ必須事項を類推させるような

表現の修正と誤解の回避および妥当性の確保
当該部門システムが他ベンダー供給の場合には種々の実装方策が考えられるが，HIS 本体
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■■■■■　正誤　０９
■　対象 C-(v)　　９-３-１-３

C-(v)　１３-３-１-１
C-(v)　１３-３-１１
C-(v)　１３-３-１２
C-(v)　１３-８-９

誤 正
９-３-１-３ 理学療法士／作業療法士の行った治療行為を

実施入力する機能を有すること．
理学療法士／作業療法士の行った治療行為を
実施入力する機能を有すること．

１）訓練時間配分 １）訓練時間配分
２）担当治療者 ２）担当治療者
３）治療項目 ３）治療項目

加点項目 ｛患者情報の一部として，リハビリテーショ
ン／理学療法／作業療法が作成できるならば
加点として評価する．｝

｛患者情報の一部として，リハビリテーショ
ン／理学療法／作業療法の実施表が作成でき
るならば加点として評価する．｝

１３-３ 勤務表発行機能 勤務表発行機能
勤務表転送状況が表示できること． －－－

１３-３-１ 勤務希望／指定表の出力 勤務希望／指定表の出力
１３-３-１-１ 指定した開始日から約１ヶ月の希望／指定勤

務表の出力が行えること．
指定した開始日から約１ヶ月の希望／指定勤
務表の出力が行えること．

勤務実施後であっても随時行えること． なお出力は，勤務実施後であっても随時行え
ること．

希望／指定勤務と実施勤務の対比表が出力で
きること．

また希望／指定勤務と実施勤務の対比表が出
力できること．

加点項目 －－－ ｛勤務表作成状況および看護部管理室への転
送状況が表示できるならば加点する．｝

１３-３-１１ 予定／実績比較表 予定／実績比較表
勤務予定表と勤務実績表の差異を出力できる
こと．

－－－

１３-３-１１-１ －－－ 勤務予定表と勤務実績表の差異を出力できる
こと．

１３-３-１２ 超過勤務命令簿 超過勤務命令簿
１３-３-１２-１ 部署単位に超過勤務命令簿（個人の超過勤務

時間の明細，月単位）が出力できること．
部署単位に超過勤務命令簿（個人の超過勤務
時間の明細，月単位）が出力できること．

超過勤務命令簿に印字する看護部責任者名
（看護部長），給与課担当者名はマスタで管
理し，看護部内で変更が行えること．

－－－

１３-３-１２-２ －－－ 超過勤務命令簿に印字する看護部責任者名
（看護部長），給与課担当者名はマスタで管
理し，看護部内で変更が行えること．

１３-８-９ 個人設定系 個人設定系
利用者の認証により，個人のデータのみが，
各自入力できること．

－－－

１３-８-９-１ －－－ 利用者の認証により，個人のデータのみが，
各自入力できること．

■　事由 脱字
項目番号の脱落
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■■■■■　正誤　１０
■　対象 C-(v)　２１　医事会計汎用インターフェイス

C-(v)　２２　レセ電算システム

誤 正
２１-１-１-１ 標記の国立大学病院共通ソフトの導入と接続

および稼動を完遂すること．
標記の国立大学病院共通ソフトと接続連携で
きること．

なお共通仕様の配布は，平成14年4月1日の点
数改正後となる可能性がある．

－－－

ただし，平成14年5月27日までに標記の国立大
学病院共通ソフトが正式にリリースされた場
合とする．

－－－

加点項目 －－－ ｛標記の国立大学病院共通ソフトを導入接続
して，データ授受および稼動を完遂するなら
ば，加点として評価する．なお本省からの共
通仕様の配布は，平成14年5月27日以降となる
ことがある．｝

誤 正
２２-１-１-１ 標記の国立大学病院共通ソフトの導入と接続

および稼動を完遂すること．
標記の国立大学病院共通ソフトと接続連携で
きること．

なお共通仕様の配布は，平成14年4月1日の点
数改正後となる可能性がある．

－－－

ただし，平成14年5月27日までに標記の国立大
学病院共通ソフトが正式にリリースされた場
合とする．

－－－

加点項目 －－－ ｛標記の国立大学病院共通ソフトを導入接続
して，データ授受および稼動を完遂するなら
ば，加点として評価する．なお本省からの共
通仕様の配布は，平成14年5月27日以降となる
ことがある．｝

■　事由 A　１-８-４-２　との整合性の保持

■■■■■　正誤　１１
誤 正

C-(v)　２３-１-１-３ Qualified certificateに属すべき項目として
は，以下のとおりである．

Qualified certificateに属すべき項目として
は，以下のとおりである．

　１）国家資格を識別するコード 　１）国家資格を識別するコード
　２）医師・歯科医師の場合，保険医認定の
有無（社保・国保は扱い）

　２）医師・歯科医師の場合，保険医認定の
有無（社保・国保は別扱とする）

　３）医師・歯科医師の場合，保険医認定の
登録番号（社保・国保は扱い）

　３）医師・歯科医師の場合，保険医認定の
登録番号（社保・国保は別扱とする）

　４）医師・歯科医師の場合，麻薬施用者番 　４）医師・歯科医師の場合，麻薬施用者番

■　事由 単純なタイプミス

■■■■■　正誤　１２
■　対象 E．その他の要件

誤 正
項番 ２　　施設設備 ２　　施設設備

２－１　物理的環境 ２－１　物理的環境
１－４　ネットワーク環境 ２－２　ネットワーク環境
２－２　調整および条件 ２－３　調整および条件

■　事由 MS WORD でのスタイル適用に際しての，自動附番の設定ミス．
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■■■■■　正誤　１３
■　対象 C-(iii)　１-１-５-１

C-(iii)　１-２-９-２
C-(iii)　１-２-９-３

■　事由
■　註記

誤 正
１-１-５-１ 診療フェーズは，入力・変更できること． 同左

加点項目 ｛診療フェーズは，診療プラットフォームへ
のログオン時もしくはログアウト時にのみ，
自動的に変更される・もしくは・手動で変更
できるならば加点として評価する．｝

同左

加点項目 ｛本院職員のシステム管理者が登録し有効と
した特定の診療科部以外では，全ての診療
フェーズは自動変更されるならば加点として

同左

加点項目 ｛診療フェーズが「初診受付前」で，診療科
（部）にて患者の配当が為された場合，当該
患者の診療フェーズは自動的に「加療経過
中」へと変更されるならば加点として評価す

同左

加点項目 ｛診療フェーズが「初診受付前」で，予診を
行う診療科（部）にて当該患者が予診係へ配
当された場合，当該患者の診療フェーズは自
動的に「予診患者」へと変更されるならば加
点として評価する．｝

同左

加点項目 ｛診療フェーズが「初診受付前」で，患者配
当を行う診療科（部）にて当該患者が診療担
当医師へ配当された場合，当該患者の診療
フェーズは自動的に「加療経過中」へと変更
されること．｝

｛診療フェーズが「初診受付前」で，患者配
当を行う診療科（部）にて当該患者が診療担
当医師へ配当された場合，当該患者の診療
フェーズは自動的に「加療経過中」へと変更
されるならば加点として評価する．｝

加点項目 ｛診療スタッフが診療プラットフォームから
ログアウトする際，当該診療科（部）の管理
する傷病名の転帰が全て記されている場合，
当該診療科（部）の診療フェーズは自動的に
全てクリアされること．｝

｛診療スタッフが診療プラットフォームから
ログアウトする際，当該診療科（部）の管理
する傷病名の転帰が全て記されている場合，
当該診療科（部）の診療フェーズは自動的に
全てクリアされるならば加点として評価す

加点項目 ｛診療スタッフが手動で変更できる診療
フェーズの属性値は，「予診患者」と「配当
待ち患者」だけであること．｝

｛診療スタッフが手動で変更できる診療
フェーズの属性値は，「予診患者」と「配当
待ち患者」だけであるならば加点として評価

加点項目にも関わらず必須項目（基礎点項目）を想起させる表現であったため，これを修正
｛｝で囲まれた部分はあくまで加点項目であって，たとえ必須項目を類推させるような表現が

8 / 37 



ERRATA   May/2002

１-２-９-２ プロブレム・コンテナには複数のプロブレム
を格納できること．

同左

加点項目 ｛格納された各プロブレムに優先順位を付け
られ，かつ随時変更できるならば加点として
評価する．｝

同左

加点項目 ｛レセプト保険傷病名欄への印字順序には，
各プロブレムの優先順位が反映されるならば
加点として評価する．ただしプロブレムの優
先順位は，主病名フラグの有無に優先するも

同左

加点項目 ｛プロブレム・コンテナにおいては，各プロ
ブレムに以下を判別するための属性を持たせ
ることが可能ならば加点として評価する：

同左

１）長期間にわたり当該患者を特徴づける病
２）当該受診の動機となった病名
３）これら以外の病名　｝
｛各病名間の意味的な位置関係につては， 以
下の関係を表現できるならば加点として評価

同左

１）原因病名
２）従属病名
３）合併病名
４）偶発的併記病名
なおこれれは前項「プロブレムの変遷」の枠
組みにおいて表現されることも可とする．

加点項目 ｛プロブレム・コンテナにおいては，上記の
病態および主病名，診療行為ほか記録に登録
された諸情報から，該当するDRG/PPS疾患群の
候補を挙げる機能を有すること｝

｛プロブレム・コンテナにおいては，上記の
病態および主病名，診療行為ほか記録に登録
された諸情報から，該当するDRG/PPS疾患群の
候補を挙げる機能を有する場合には，加点と
して評価する．｝

加点項目 ｛社会的問題を区別して記録できる場合には
加点として評価する．｝

同左

加点項目 ｛プロブレムの登録権限については，トーク
ンによってその権限者の範囲を限定できるこ
と．｝

｛プロブレムの登録権限については，トーク
ンによってその権限者の範囲を限定できるな
らば，加点として評価する．｝

１-２-９-３ プロブレムは，それぞれ，その変遷を記録で
きること．

同左

１）プロブレムの変遷は，時間的に，旧集合
区域と新集合区域とを並列させドラッグ＆ド
ロップ等の操作により，変遷を指定できる機
能を有すること．なお旧集合区域には，
active病名のみが表示されること．
２）プロブレムの変遷は，旧集合区域のプロ
ブレムとは異なる新集合区域のプロブレムと
の関連づけの形成，あるいは関連付けの変更
によって表現されること．

加点項目 ｛プロブレムの変遷の編集権限については，
トークンによってその権限者の範囲を限定で
きること．｝

｛プロブレムの変遷の編集権限については，
トークンによってその権限者の範囲を限定で
きるならば，加点として評価する．｝
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■■■■■　正誤　１４
■　対象 C-(iv)　１１-２-４-５

C-(iv)　１１-２-４-６

■　事由

誤 正
１１-２-４-５ オーダ対象検査を含むオーダノート，フォー

ム，ファセット・ライブラリから，項目を引
用することによって，オーダの指示入力がで

同左

加点項目 ｛ブッキングの指示入力が同様にできる場合
は，加点として評価する．｝

同左

加点項目 －－－ ｛オーダ対象検査を含むファセットを持つパ
スをオーダノート，電子カーデックス，パ
ス・ライブラリから（一部）指定することに
よって，検査項目の連続指示ができるならば
加点として評価する．このときファセット間
の相対期間は具体的な日時に変換され，さら
にこれを編集できること．｝

１１-２-４-６ ｛オーダ対象検査を含むファセットを持つパ
スをオーダノート，電子カーデックス，パ
ス・ライブラリから（一部）指定することに
よって，検査項目の連続指示ができるならば
加点として評価する．このときファセット間
の相対期間は具体的な日時に変換され，さら
にこれを編集できること．｝

－－－

■■■■■　正誤　１５
■　対象 B  1-2-1-2-3

B  1-2-1-5
B  1-3-1-2-3
B  1-3-2-2-3
B  1-4-1-2-3
B  1-4-1-5
B  1-4-3-2-3
B  1-4-4-2-3
B  1-5-1-2-3
B  1-5-2-2-3
B  1-5-3-2-3
B  1-6-1-2-3

■　事由

誤 正

実行容量 実効容量

加点項目にも関わらず必須項目（基礎点項目）としての項目番号が付番されていたため，

誤記
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■■■■■　正誤　１６
■　対象 C(iii) １-２-１２-６

■　事由

誤 正
加点項目 －－－ ｛保険算定対象項目と関連付けられたプロブ

レムがプロブレムの変遷の結果これが変化し
た場合には，当該保険算定対象項目は，変更
後のプロブレムもしくは傷病名と関連付けて
医事会計システムに送信するならば加点とし

１-２-１２-６ 保険算定対象項目と関連付けられたプロブレ
ムがプロブレムの変遷の結果これが変化した
場合には，当該保険算定対象項目は，変更後
のプロブレムもしくは傷病名と関連付けて医
事会計システムに送信するならば加点として

－－－

■■■■■　正誤　１７
■　対象 C(iii) １-３-５-９

■　事由
■　参照

誤 正
１-３-５-９ パス（path）を一覧して選択する際に，作成

者の所属診療科または所属診療グループ，作
成日付，指向プロブレムまたは病名，適用診
療行為，適用解決策（解熱など），適用プロ
トコル，あるいは適用ロルによってフィルタ
リングして表示できるならば加点として評価
する．

ファセットを一覧して選択する際に，作成者
の所属診療科または所属診療グループ，作成
日付，指向プロブレムまたは病名，適用診療
行為，適用解決策（解熱など），適用プロト
コル，あるいは適用ロルによってフィルタリ
ングして表示できること．

加点項目 ｛診療スタッフが宣言した関係と状況，選択
中のプロブレム，病名，適用中のクリニカ
ル・パスによって一次フィルタリングされる
機能を有するならば加点として評価する．｝

同左

■■■■■　正誤　１８
■　対象 C(iii) １-３-６-３

■　事由

誤 正
１-３-６-３ 一つのパスの各ファセット間には，相対期間

を指定できるならば加点として評価する．
一つのパスの各ファセット間には，相対期間
を指定できること．

加点項目・基礎点項目における書式または表現の修正

誤字
以下の項目において，すでに「ほぼ同等」のことを要求している：

加点項目・基礎点項目における書式または表現の修正
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■■■■■　正誤　１９
■　対象 C(iii) １-３-６-１１

■　事由

誤 正
１-３-６-１１ パス・ライブラリから，オーダノート・ある

いは・ＳＯＡＰコンテナのＰ領域または「電
子カーデックス」に対してパスをドラッグ＆
ドロップすることにより，当該患者のクリニ
カル・パスを登録できるならば加点として評

パス・ライブラリから，オーダノート・ある
いは・ＳＯＡＰコンテナのＰ領域または「電
子カーデックス」に対してパスをドラッグ＆
ドロップすることにより，当該患者のクリニ
カル・パスを登録できること．

その際，「電子カーデックス」においては，
各項目はそれぞれ適切な項目区分に自動的に
配分されること．

その際，「電子カーデックス」においては，
各項目はそれぞれ適切な項目区分に自動的に
配分されること．

■■■■■　正誤　２０
■　対象 C(iii) ２-１-１-３

■　事由

誤 正
２-１-１-３ 問診項目，診査項目のレイアウトの編集管理

ができるならば加点として評価する．
問診項目，診査項目のレイアウトの編集管理
ができること．

■■■■■　正誤　２１
■　対象 C(iv) ２－２－２－３

■　事由

誤 正
２-２-２-３ 拡張DO処方機能として，前回処方以外に，過

去に入力された処方を複写入力できること．
同左

加点項目 ｛毒薬，劇薬，抗生物質の場合は，連続３週
間以上の投与については，警告を発するこ
と．｝

｛毒薬，劇薬，抗生物質の場合は，連続３週
間以上の投与については，警告を発すること
ができるならば加点として評価する．｝

■■■■■　正誤　２２
■　対象 C(iv) ３-２-５-２

■　事由

誤 正
３-２-５-２ 警告量・手技等のチェック（注射支援機能と

して薬剤の限定／禁止手技チェック，警告量
チェック，同一開始日の重複薬剤チェック）
が可能であること．

同左

加点項目 ｛警告量・禁止手技のチェックに必要な薬事
情報が提供されるなら加点評価する．

｛警告量・禁止手技のチェックに必要な薬事
情報が提供されるなら加点評価する．｝

加点項目・基礎点項目における書式または表現の修正

加点項目・基礎点項目における書式または表現の修正

加点項目・基礎点項目における書式または表現の修正

加点項目・基礎点項目における書式または表現の修正
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■■■■■　正誤　２３
■　対象 C(iv) １０-１-３-１

■　事由

誤 正
１０-１-３-１ 転科・転棟の申し込み，転出決定登録，転出

確定登録は，主治医，病棟医長もしくは認証
された医師，あるいは病棟看護婦長もしくは
認証された病棟看護婦のみが行えること．

同左

加点項目 ｛主治医と同様に，受け持ち診療グループが
行える場合は，加点として評価する．｝

同左

加点項目 ｛転科指示された患者は，転科待ち患者とし
て扱われること．｝

｛転科指示された患者は，転科待ち患者とし
て扱われるなら加点として評価する．｝

■■■■■　正誤　２４
■　対象 C(iv) １１-２-６-１

C(iv) １１-２-６-２

■　事由
他の章の当該項目との整合性の確保

■　参照  6-2-6
 7-2-6
12-2-6
13-2-6
14-2-6

誤 正
１１-２-６-１ 項目に特有の必須入力事項がある場合，項目

付加情報の入力画面の自動展開，または自動
付加ができること．

同左

加点項目 －－－ ｛特殊項目が指定された場合は，注意事項を
表示する画面が自動的に開かれるならば加点
として評価する．｝

１１-２-６-２ ｛特殊項目が指定された場合は，注意事項を
表示する画面が自動的に開かれるならば加点
として評価する．｝

－－－

■■■■■　正誤　２５
■　対象 C(v) １-２-１-４

C(v) １-５-２-４

■　事由

誤 正
１-２-１-４ 検査依頼伝票の発行／再発行ができるならば

加点として評価する．
検査依頼伝票の発行／再発行ができること．

１-５-２-４ 検査依頼伝票の発行／再発行ができるならば
加点として評価する．

検査依頼伝票の発行／再発行ができること．

加点項目・基礎点項目における書式または表現の修正

加点項目・基礎点項目における書式または表現の修正

加点項目・基礎点項目における書式または表現の修正
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■■■■■　正誤　２６
■　対象 E  ２-１

■　事由

誤 正
２-１ 物理的環境

現況では以下のように各種サーバ等は三箇所
に分離している．

現況では以下のように各種サーバ等は三箇所
に分離している．

しかし要求システム導入後は，サーバ，基幹
スイッチ，レセプト用プリンタ等は全てマシ
ンルームのみで稼働運用する予定である．

しかし要求システム導入後は，サーバ，基幹
スイッチ，レセプト用プリンタ等はマシン
ルームのみで稼働運用できるよう設置調整す

加点項目・基礎点項目における書式または表現の修正
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■■■■■　正誤　２７
■　対象 A　１-１-４

■　事由 表現の妥当性

誤 正
１-１-４ Portalとしての機能

本システムは，本院における全ての診療情報
（または診療情報を生成・供給するシステ
ム）に関して，portalまたはhubとなりうるに
足る機能を具備すること．

本システムは，本システムで扱う全ての電子
的な診療情報（または診療情報を生成・供給
するシステム）に関して，portalまたはhubと
なりうるに足る機能を具備すること．
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■■■■■　正誤　２８
■　対象 A　１-２-３-１

■　事由 実現可能性の確保

誤 正
１-２-３-１ 利用者認証とサーバ認証に加え，通信データ

の機密保護機構を備えること．
利用者認証機構を備えること．またサーバ認
証および通信データの機密保護機構を備えて
いることが望ましい．

■■■■■　正誤　２９
■　対象 A　１-３-１-１

■　事由 実現可能性の確保

誤 正
１-３-１-１ 全てのコードマスタは版管理され，かつコー

ド値を格納するデータベースにはコード値と
併せてコード体系の同定情報ならびに版情報
が格納されること．

コードマスタは版管理され，かつコード値の
同一性及び統一性を維持し格納されること．
またコード値を格納するデータベースには
コード値と併せてコード体系の同定情報なら
びに版情報が格納されることが望ましい．

■■■■■　正誤　３０
■　対象 A　１-３-１-４

■　事由 実現可能性の確保

誤 正
１-３-１-４ ISO，CEN，IEC，W3C，HL7，NEMA/JIRA等にて

決議されたnormative documentほかformal
documentとして出版されている国際標準や国
際的なde facto standard，もしくは国内標準
等に準拠したコード，エンコード方式，
フォーマットあるいはプロトコルを用いるこ
と．

原則としてISO，CEN，IEC，W3C，HL7，
NEMA/JIRA等にて決議されたnormative
documentほかformal documentとして出版され
ている国際標準や国際的なde facto
standard，もしくは国内標準等に準拠した
コード，エンコード方式，フォーマットある
いはプロトコルを用いること．
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■■■■■　正誤　３１
■　対象 A　１-３-６-１

■　事由 実現可能性の確保

誤 正
以下のプロトコル／フォーマットに対応でき
ること．

同左

１）HL7
２）DICOM3
３）MERIT9
４）SGML および XML
５）XML Schema および RELAX
６）CORBA（もしくは相当のobjext borker）
ただし本調達にて導入するシステム内部にお
ける通信用のフォーマットならびにプロトコ
ルについては，この限りではない．

ただし本調達にて導入するシステム内部の通
信用および上記に対応しない外部機器・外部
システムについては，この限りではない．

■■■■■　正誤　３２
■　対象 A　１-３-７-１

■　事由 表現の妥当性

誤 正
１-３-７-１ ENV 13606-3:1999に準じたアクセス制御機構

を実現すること．
アクセス制御機構はENV 13606-3:1999のモデ
ルを参照して設計されていること．

■■■■■　正誤　３３
■　対象 A　１-４-１-１

■　事由 実現可能性の確保

誤 正
１-４-１-１ 本調達システムは，端末アプリケーション，

ミドルウエア，各種データベースおよびデー
タウエアハウス（DWH）から構成されること．

同左

なおここでは，診療系システムのミドルウエ
アとは端末・サーバ間またはサーバ・サーバ
間の通信上の各種処理を行うアプリケーショ
ン（群）を総称した概念的な機能群を総称し
ており，診療情報データベースとは診療行為
記録データベースの入出力に加えて診療情報
参照システムへのアクセス記録等を総称した
概念的なデータベース群ならびにログ等を総
ミドルウエアはネットワークを介して，診療
端末側アプリケーションと診療情報データ
ベースとを結んで，トランザクション管理や
データフロー管理等の機能を果たすことにな
る．

ミドルウエアはネットワークを介して，診療
端末側アプリケーションと診療情報データ
ベースとを結んで，トランザクション管理や
データフロー管理等の機能を果たすことにな
る．なお同一システム内のモジュール間通信
については，必ずしも以下に挙げるミドルウ
エアの全機能を要するものではない．

■■■■■　正誤　３４
■　対象 A　１-４-４-２

■　事由 表現の妥当性

誤 正
１-４-４-２ 別途調達システムのうち，診療情報ベータ

ベースと接続され，ここに診療情報が蓄積さ
れる診療データ項目については，診療情報
ベータベースと同様の処理フローならびに
データフローとして管理されること．

別途調達システムのうち，診療情報ベータ
ベースと接続され，ここに診療情報が蓄積さ
れる診療データ項目については，前項（１－
４－３）と同様に管理されること．

１-３-６-１
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■■■■■　正誤　３５
■　対象 A　１-４-４-３

■　事由 表現の妥当性

誤 正
１-４-４-３ 別途調達システムのうち，診療情報ベータ

ベースに蓄積されない診療データは，
confidentialityに関わる処理フローならびに
書誌事項に関わるデータフローは，診療情報
ベータベースに準じ，そのような診療情報へ
のアクセス制御とログ記録を管理保存するこ

別途調達システムのうち，診療情報ベータ
ベースに蓄積されない診療データ項目につい
ても，アクセス制御とログ記録については，
前項（１－４－３）と同様に管理されるこ
と．

■■■■■　正誤　３６
■　対象 A　１-５-２-１

A　１-５-２-２
A　１-５-２-３
A　１-５-２-４
A　１-５-２-５

■　事由 表現の妥当性
実現可能性の確保

誤 正
１-５-２-１ 病名やプロブレムを登録でき，その変遷履歴

を全て，原本とは別に編集記録保存できるこ
と．

病名やプロブレムを登録でき，その変遷後の
病名やプロブレムは原本とは別に登録でき,編
集記録保存できること．
また，このとき所見等（SOAPのうちSOA）は，
病名やプロブレムを形成もしくは変遷させる
場合の理由付けとして扱えること
（reasoning，evidence based）が望ましい．

１-５-２-２ 所見等（SOAPのうちSOA）は，病名やプロブレ
ムを形成もしくは変遷させる場合の理由付け
として扱えること（reasoning，evidence

《記述省略》

１-５-２-３ 個々の診療行為は，病名やプロブレムと関連
づけられ，病名やプロブレムは当該診療行為
を実施する理由として扱えること

《記述省略》

１-５-２-４ エントリ確定前においては，原則として入力
順序を束縛しないこと．

《記述省略》

１-５-２-５ 一連の診療行為は，病名やプロブレムと関連
づけできること（problem oriented）．

－－－

■■■■■　正誤　３７
■　対象 A　１-５-３-２

A　１-５-３-３
A　１-５-３-４

■　事由 実現可能性の確保

誤 正
１-５-３-２ 病名やプロブレムや診療行為に即した閲覧入

力修正画面を用意し（problem oriented，
medical action oriented，role dependent
workflow），さらにこれらをエンドユーザ自
身で設計装備できる環境を提供すること．

病名やプロブレムに即した（problem
oriented）閲覧入力修正画面を用意し，さら
にこれらをエンドユーザ自身で設計装備でき
る環境を提供すること．また診療行為に即し
た（medical action oriented，role
dependent workflow）閲覧入力修正画面も同
様に容易されることが望ましい．

加点項目 －－－ ｛診療シリーズは，アクセスのためのgateと
しても機能するならば加点として評価す

１-５-３-３ 診療シリーズは，アクセスのためのgateとし
ても機能するならば加点として評価する．

イベント間連携の機能を提供すること．

１-５-３-４ イベント間連携の機能を提供すること． －－－
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■■■■■　正誤　３８
■　対象 A　１-５-４-１

A　１-５-４-２
A　１-５-４-３
A　１-５-４-４

■　事由 実現可能性の確保

誤 正
１-５-４-１ 病名・プロブレムから，関連する医療行為を

呼び出しできること．
病名・プロブレムから，関連する医療行為を
呼び出す機能も有していること．

加点項目 ｛以下の機能を有しているならば加点として
評価する：
１）医療行為から，関連する病名・プロブレ
ムを要求できる．
２）役割（関係や状況ほか）から，（一塊も
しくは一連の）医療行為を呼び出しできる．
３）大粒度の医療行為から細粒度の（一塊も
しくは一連の）医療行為を呼び出しでき

１-５-４-２ 医療行為から，関連する病名・プロブレムを
要求できること．

－－－

１-５-４-３ 役割（関係や状況ほか）から，（一塊もしく
は一連の）医療行為を呼び出しできること．

－－－

１-５-４-４ 大粒度の医療行為から細粒度の（一塊もしく
は一連の）医療行為を呼び出しできること．

－－－

■■■■■　正誤　３９
■　対象 A　１-５-５-３

A　１-５-５-４

■　事由 実現可能性の確保

誤 正
１-５-５-３ データ項目やアクセス経路あるいは機能項目

の焦点設定（＝参照範囲の制約）は，診療ス
タッフ個人・診療グループ・部署ごとに可塑
的であること．

データ項目やアクセス経路あるいは機能項目
の焦点設定（＝参照範囲の制約）は，部署や
診療グループごとに可塑的であること．
また診療スタッフ個人ごとの制御も為される
ことが望ましい．

加点項目 －－－ ｛エントリやオーダ発行の際のチェック機能
にも応用されるならば加点として評価す

１-５-５-４ エントリやオーダ発行の際のチェック機能に
も応用されること．

－－－
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■■■■■　正誤　４０
■　対象 A　１-５-８-１

A　１-５-８-２

■　事由 実現可能性の確保

誤 正
１-５-８-１ 返戻や査定の状況は，医事会計システムから

診療系システム（診療プラットフォーム）へ
フィードバックされ，これを表示可能なこ
と．

各部門システムもしくはサブシステムでの処
理進捗状況ならびに生成された各種データや
情報は，当該システムまたはサブシステムか
ら診療系システム（診療プラットフォーム）
へフィードバックされ，これを表示可能であ

加点項目 －－－ ｛返戻や査定の状況は，医事会計システムか
ら診療系システム（診療プラットフォーム）
へフィードバックされ，これを表示可能であ
れば加点として評価する．｝

１-５-８-２ 各部門システムもしくはサブシステムでの処
理進捗状況ならびに生成された各種データや
情報は，当該システムまたはサブシステムか
ら診療系システム（診療プラットフォーム）
へフィードバックされ，これを表示可能であ

－－－

■■■■■　正誤　４１
■　対象 A　１-５-９-１

■　事由 実現可能性の確保

誤 正
１-５-９-１ 　患者と複数の診療スタッフと診療行為との

間の関係形成能力についての評価
同左

１）患者対診療スタッフの間に関係と状況モ
デル（Patient-Doctor Relation and

同左

　　Clinical Situation Model）に基づいた
アクセス理由を宣言できること．

同左

２）ドナー（donor）とレシピエント
（recipient）との関係を管理できること．

２）ドナー（donor）とレシピエント
（recipient）との関係を記述できること．
なお自動リンク機構や自動制御機構を有して
いなくても可とする．

３）診療スタッフ間に，カスケード型オーサ
リング（Cascading Staff-Group

同左

　　Authoring）により診療グループの形成が
できること．

同左

加点項目 　　また，tokenを授受できること． ｛以下の関係を形成できるならば加点として
評価する．
４）上記の３）についてtokenを授受できるこ
と．

｛以下の関係を形成できるならば加点として
評価する　．
４）患者～指示者～行為～被指示者の関係に
おいて，tokenを授受できること．｝

５）患者～指示者～行為～被指示者の関係に
おいて，tokenを授受できること．｝
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■■■■■　正誤　４２
■　対象 A　１-８-４-１

■　事由 妥当性の確保

誤 正
１-８-４-１ 以下の国立大学共通ソフトを導入すること． 以下の国立大学共通ソフトの導入を支援し，

接続すること．

■■■■■　正誤　４３
■　対象 A　２-１-２-３

A　２-１-２-４
A　２-１-２-５
A　２-１-２-６
A　２-１-２-７

■　事由 実現可能性の確保

誤 正
２-１-２-３ Serverサイトとclientサイトとの間の通信で

は，本調達システムの診療業務ならびに経営
管理業務アプリケーションは，原則として全
ての通信内容を暗号化して送受すること．

Serverサイトとclientサイトとの間の通信で
は，本調達システムの診療業務ならびに経営
管理業務アプリケーションは，可及的に通信
内容を暗号化して送受すること．

ただし，診療業務における診療情報を含まな
いSMTPならびにPOP3，あるいは通信機器の通
信確立もしくは状態監視等に用いるプロトコ
ルにおいてはこの限りではない．

同左

なおこの場合においてもPOP3等のパスワード
については暗号化されていること．

なおこの場合においてもパスワードを暗号化
するなどのセキュリティ対策を施すこと．

加点項目 －－－ ｛以下の事項が満たされるならば加点として
評価する：
１）Clientサイトの全端末はDNS（Domain
Name System：RFC-1034）の順引きならびに逆
引きによって認証された後にのみ，個々の
サーバのサービスを享受できること．

－－－ ２）DNSサーバには充分なDNS spoofing対策を
施し，維持においてはログのみならずfinger
printの照合を行うなど丁寧な維持対策を実施
すること．

－－－ ３）IP spoofingを応用した，SYN flooding，
UDP flooding，ICMP floodingに対する耐性が
あること．

２-１-２-４ Clientサイトの全端末はDNS（Domain Name
System：RFC-1034）の順引きならびに逆引き
によって認証された後にのみ，個々のサーバ
のサービスを享受できること．

《記述省略》

２-１-２-５ DNSサーバには充分なDNS spoofing対策を施
し，維持においてはログのみならずfinger
printの照合を行うなど丁寧な維持対策を実施

－－－

２-１-２-６ IP spoofingを応用した，SYN flooding，UDP
flooding，ICMP floodingに対する耐性がある
こと．

－－－
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■■■■■　正誤　４４
■　対象 A　２-２-２-１

A　２-２-２-２
A　２-２-２-３
A　２-２-２-４
A　２-２-２-５

■　事由 実現可能性の確保

誤 正
２-２-２-１ サマータイム制に対応できること． サマータイム制に対応できること．
加点項目 －－－ ｛以下の機能も有するならば加点として評価

する：
１）サマータイム制機能の発現ならびに機能
解除は，本借入契約に含まれること．

－－－ ２）サマータイム切り替え操作は本院所轄担
当官が数ステップの操作にて簡単に設定で
き，システム全体へ整合性をもって反映でき

－－－ ３）サマータイム切り替えの反映タイミング
は，所轄担当官が，30日以内の未来日付時刻
において設定できること．

－－－ ４）サマータイム切り替え処理中にも本シス
テムが稼働できることが望ましいが，再起動
等の中断を要する場合はshutdownとrebootと
を含めて中断時間は２時間以内であるこ

２-２-２-２ 《記述省略》 －－－
２-２-２-３ 《記述省略》 －－－
２-２-２-４ 《記述省略》 －－－
２-２-２-５ 《記述省略》 －－－

■■■■■　正誤　４５
■　対象 A　４-１-１-１

A　４-１-１-２

■　事由 表現の妥当性

誤 正
４-１-１-１ 患者が所有し本院が管理する本院データを円

滑に移行して，継続性と連続性とを確保し
て，患者と社会に対する道義的責任を全うす
ること．

患者が所有し，本院が現在稼動中の病院情報
システムにおいて管理するデータを円滑に移
行して，継続性と連続性とを確保して，患者
と社会に対する道義的責任を全うすること．

４-１-１-２ 本院の所有する本院データを円滑に移行し，
継続性と連続性とを確保して，本院収支に損
害を及ぼさないこと．

本院が所有し，本院が現在稼動中の病院情報
システムにおいて管理するデータを円滑に移
行して，継続性と連続性とを確保して，本院
の業務および収支に損害を及ぼさないこと．

■■■■■　正誤　４６
■　対象 B

誤 正
１-１-１-３ 各サーバならびに関連機器は全てラックマウ

ント型を採用し，上記の分類毎に30ユニット
以上の19インチラックに収納して提供するこ
と．

各サーバならびに関連機器は，原則として全
てラックマウント型を採用し，上記の分類に
準じて30ユニット以上の19インチラックに収
納して提供すること．

■■■■■　正誤　４７
■　対象 B

誤 正
１-１-２-４ サーバ毎に準備する無停電電源装置について

も，同一ラック内に収納すること．
サーバ毎に準備する無停電電源装置も，原則
として同一ラック内に収納します。
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■■■■■　正誤　４８
■　対象 B

誤 正
各サーバおよび端末 ・Ultra 160 SCSIに対応していること SCSI2または、Ultra 160 SCSIに対応している

こと
・転送速度16bitにおいて160Mbps以上（理論
値）

・転送速度16bitにおいて160MB/S以上（理論
値）

・3.5インチ3モード3モードフロッピーディス
ク

・3.5インチ3モードまたは2モードフロッピー
ディスク

・最大48倍続以上CD-ROM装置 ・最大24倍速続以上CD-ROM装置

・FiberChannelインタフェースを有するこ
と．

シリアル接続可能なSCSIインターフェースを
有すること

・１装置当たりの収容カートリッジ数は9巻以 ・１装置当たりの収容カートリッジ数は7巻以

■■■■■　正誤　４９
■　対象 B

誤 正
１-４-１-２-１ ・CPU性能はSPECint_rate95 700以上，かつ

SPECfp_rate95 900以上
・CPU性能はSPECint_rate95 700以上かつ
SPECfp_rate95 900以上，または，
SPECint_rate2000 12以上かつ
SPECfp_rate2000 12以上

１-４-２-２-１ ・CPU性能はSPECint_rate95 700以上，かつ
SPECfp_rate95 900以上

・CPU性能はSPECint_rate95 700以上かつ
SPECfp_rate95 900以上，または，
SPECint_rate2000 12以上かつ
SPECfp_rate2000 10以上

■■■■■　正誤　５０
■　対象 B

誤 正
２-１-３-４ ・JIS標準配列(85キー) ・JIS標準配列(85キーまたは89キー)
２-１-３-１１ ・重量　1.6 Kg以内（標準バッテリー装着 ・重量　1.8 Kg以内（標準バッテリー装着

■■■■■　正誤　５１
■　対象 C(i)
■　事由 表現の妥当性もしくは記述明確さの確保

実現可能性の確保
整合性および構成妥当性の確保　＜移動先の目番号は旧版のもの＞

誤 正
１-１-１-２ 編集対象となるファイルには，診療系システ

ム関連ファイルならびに部門系システム関連
ファイルはもとより，医事会計系システム関
連ファイルも含まれる．

編集対象となるファイルには，診療系システ
ム関連ファイルが含まれる．

加点 －－－ ｛部門系システム関連ファイルはもとより，
医事会計系システム関連ファイルも含まれる
場合は加点として評価する．｝

１-１-２-１ 同一の項目を登録すべきマスタは，診療系シ
ステム，部門系システム，ならびに医事会計
系システムにわたって，原則として同一であ

同左

実装システムの構成に際して，同一項目の登
録マスタを，系にわたって同一とはしない場
合には，本ユーティリティはその編集結果
を，整合性をもって該当ファイル群に記録・
保存すること．

実装システムの構成に際して，同一項目の登
録マスタを，系にわたって同一とはしない場
合には，本ユーティリティはその編集結果
を，整合性をもって該当ファイル群に記録・
保存できることを原則とする．なお運用に依
存する部分は可及的に極少化し，また運用手
順書を提出すること．
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１-１-３-３ 《記述省略》 《記述省略》
加点 －－－ ｛項目も履歴管理するならば加点として評価

する．｝
１-１-３-４ 項目は，履歴管理すること． －－－

１-１-４-３ 診療行為項目を示すコードは一意とし（履歴
参照における項目の非衝突性の確保），その
属性により有効・無効を定義できること．

診療行為項目を示すコードは一意とするこ
と．（履歴参照における項目の非衝突性の確
保）

加点 －－－ {全診療項目について，その属性により有効・
無効を定義できる場合は加点として評価す

１-２-１-２ 複数個のマスタや管理テーブルにより一つの
意味ある管理情報が形成される場合には，本
ユーティリティでは，同一のビューとするこ
と．

複数個のマスタや管理テーブルにより一つの
意味ある管理情報が形成される場合には，本
ユーティリティでは，同一のビューとしても
扱えるよう努めること．

加点 －－－ ｛このとき，所属部署と編集権限ならびに応
じて，マスタや管理テーブルにおける編集対
象列（フィールド，エレメントまたはアトリ
ビュート）が制限されること．｝

１-２-１-３ 所属部署と編集権限ならびに応じて，マスタ
や管理テーブルにおける編集対象列（フィー
ルド，エレメントまたはアトリビュート）が
制限されること．

－－－

１-２-２-１ 診療行為項目（処置手術・検査等）には，算
定項目と非算定項目とが登録できること．

診療行為項目のうち処置・手術に関する項目
には，算定項目と非算定項目とが登録できる

加点 －－－ ｛以下の事項も実現される場合，加点として
評価する：

加点 －－－ １）診療行為項目には，主算定項目に加えて
従属算定項目や付随項目を登録できること．

加点 －－－ ２）従属算定項目あるいは付随項目には診療
に関わる材料等も登録でき，使用数量と算定
数量とは個別に登録管理でき，その単位のデ
フォルト数量を設定できること．

１-２-２-２ 診療行為項目には，主算定項目に加えて従属
算定項目や付随項目を登録できること．

－－－

１-２-２-３ 従属算定項目あるいは付随項目には診療に関
わる材料等も登録でき，かつ，オーダ時に
は，使用数量と算定数量とを個別に登録・管

－－－

なお数量や単位のデフォルト設定もできるこ －－－

１-２-２-４ 診療行為項目がオーダ登録発行された際に
は，従属算定項目は主算定項目とともに，医
事会計システムに送信されること．

削除

１-２-３-１ 編集権限に応じて，院内標準，各診療科部
別，診療グループ別，オペレータ別の 各種
（階層）メニュー または 各種（階層）リス
ト を編集できること．

編集権限に応じて，院内標準，各診療科部別
の各種（階層）メニュー または 各種（階
層）リスト を編集できること．

加点 －－－ ｛診療グループ別またはオペレータ別にも対
応できるならば加点として評価する．｝

加点 ｛メニュー編集中に随時，別の体系のメ
ニュー構造へ移動できるならば加点として評

同左

１-２-３-２ マスタから項目をドラッグ＆ドロップやコ
ピー＆ペーストすることで画面構成管理テー
ブルの作成編集ができること．

マスタから項目をコピー＆ペーストすること
で画面構成管理テーブルの作成編集ができる
こと．

下位階層を含まない，コピー，ブロックコ
ピー，カット＆ペースト，デリートができる

下位階層を含まない，コピー，カット＆ペー
スト，デリートができること．

加点 ｛下位階層を含んだ，コピー，ブロックコ
ピー，カット＆ペースト，デリートができる
ならば加点として評価する．｝

同左
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１-２-３-３ 編集用バッファ機能があり，編集中メニュー
との間でドラッグ＆ドロップができること．

編集用バッファ機能があり，編集中メニュー
との間でカット＆ペーストができること．

｛編集位置の記憶機能と，記憶位置へのジャ
ンプ機能を備えている場合は加点として評価

同左

１-２-４-１ 編集権限に応じて，院内標準，各診療科部
別，診療グループ別，オペレータ別の各種
セット項目を作成編集できること．

編集権限に応じて，院内標準，各診療科部別
の各種セット項目を作成編集できること．

加点 －－－ ｛診療グループ別またはオペレータ別に対応
できるならば加点として評価する．｝

１-２-４-２ マスタから項目をドラッグ＆ドロップやコ
ピー＆ペーストすることでセット項目の作成
編集ができること．

マスタから項目をコピー＆ペーストすること
でセット項目の作成編集ができること．

１-２-４-３ セット項目は，同一オーダ区分内において算
定項目（主算定項目および従属算定項目）と
非算定項目との別を問わず，設定できるこ

オーダ区分が処置・手術の場合には，算定項
目と非算定項目との別を問わず，セット項目
を設定できること．

なお後述するフォーム（form），ファセット
（facet）やパス（path）ではオーダ区分の同
一性制約が無いという意味で，セット項目と
は異なる点に注意すること．

《説明》　セット項目は，同一のオーダ区分
内の項目を一括選択をキックするための・言
わば「ポインタ」として動作すればよい．
ちなみに後述するフォーム（form）やパス
（path）は，オーダ区分の同一性制約がない
「実体のグループ化」と言えよう．

１-２-５-１ 編集権限に応じて，院内標準，各診療科部
別，診療グループ別，オペレータ別の各種
フォームを作成編集できること．

編集権限に応じて，院内標準，各診療科部別
の各種フォームを作成編集できること．

加点 －－－ ｛診療グループ別，オペレータ別に対応でき
るならば加点として評価する．｝

１-２-５-３ 別のフォームへの展開（ジャンプ）機能を設
定できること．なお飛び先は複数個とする．

別のフォームへの展開（ジャンプ）機能を設
定できること．

１-２-６ ファセット・ライブラリとパス・ライブラリ 削除

１-２-７-３ マスタの項目が，対応する階層化メニューの
どの位置（たとえばセル座標）から参照され
ているのかを，検索できること．

－－－

加点 －－－ ｛マスタの項目が，対応する階層化メニュー
のどの位置（たとえばセル座標）から参照さ
れているのかを，検索できるならば加点とし
て評価する．｝
１-２-７-２　の配下へ

１-４-１-１ 業務機能に関わるシステムの設定・変更・登
録は，原則として，root権限ではなく，か
つ，操作者にshellを渡さずに，行えること．

業務機能に関わるシステムの設定・変更・登
録は，可及的に，root権限ではなく，かつ，
操作者にshellを渡さずに，行えること．

１-４-１-２ システムの監視は，原則として，root権限で
はなく，かつ，操作者にshellを渡さずに，行
えること．

システムの監視は，可及的に，root権限では
なく，かつ，操作者にshellを渡さずに，行え
ること．

２-１-１-１ ログインは，職員ＩＤカードまたはアカウン
ト入力に引き続いて，パスワードを入力し，
アカウント番号とパスワードの照合結果によ
り操作者が本人自身であることを確認とする

同左

加点 ｛パスワードによる照合機能から生体認証機
能に無償で変更できるモジュール構成とする
ならば加点として評価する．｝

｛パスワードによる照合機能から生体認証機
能に変更できるモジュール構成とするならば
加点として評価する．｝

加点 －－－ ｛認証およびそれ以外の全てのセッション
が，セキュアなチャネル（またはレイヤ）に
よって為されるならば加点として評価す

加点 －－－ ｛診療データと患者識別子との照合を不可能
とするような暗号化機構を備えている場合に
は加点として評価する．｝

２-１-１-３ 認証以外のセッションにおいても，セキュア
なチャネル（またはレイヤ）を確立して通信
すること．

－－－

｛診療データと患者識別子との照合を不可能
とするような暗号化機構を備えている場合に
は加点として評価する．｝

－－－
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２-４-１-１ 《記述省略》 《記述省略》
なお種別項目は，本院職員のシステム管理者
によるマスタ管理にて追加や削除ができるこ
と．ただしこの場合の削除とは，削除日以降
には当該項目が指定できないということであ
り，削除日以前の既入力事項が参照不能と
なってはならない．

－－－

加点 －－－ ｛なお種別項目は，本院職員のシステム管理
者によるマスタ管理にて追加や削除ができる
ならば加点として評価する．ただしこの場合
の削除とは，削除日以降には当該項目が指定
できないということであり，削除日以前の既
入力事項が参照不能となってはならない．｝

２-４-３-３ この属性値は，医事課受付窓口，再来受付
機，ならびに，診療科部の受付窓口端末また
は診療端末において権限を有するオペレータ
による編集内容に応じて管理されること．

この属性値は，診療科部の受付窓口端末また
は診療端末において権限を有するオペレータ
による編集内容に応じて管理されること．

２-４-４-１ 《記述省略》 《記述省略》
なお種別項目は，本院職員のシステム管理者
によるマスタ管理にて追加や削除ができるこ
と．ただしこの場合の削除とは，削除日以降
には当該項目が指定できないということであ
り，削除日以前の既入力事項が参照不能と
なってはならない．

－－－

加点 －－－ ｛なお種別項目は，本院職員のシステム管理
者によるマスタ管理にて追加や削除ができる
ならば加点として評価する．ただしこの場合
の削除とは，削除日以降には当該項目が指定
できないということであり，削除日以前の既
入力事項が参照不能となってはならない．｝

加点 －－－ ｛この属性値を，診療プラットフォームなら
びに各種ブッキング・ツールにおいて，権限
を有するオペレータにより編集できるならば
加点として評価する．｝

２-４-４-３ この属性値は，診療プラットフォームならび
に各種ブッキング・ツールにおいて，権限を
有するオペレータによる編集内容に応じて管
理されること．

－－－

２-４-７-１ 上述した患者に関する動的属性によって以下
の事項ができること．

上述した患者に関する動的属性は，以下の事
項に利用しうること．

１）アクセス権の修飾因子 １）アクセス権の修飾因子
２）実施可否の制御または制御因子 ２）実施可否の制御または制御因子
３）業務管理や予測の支援制御因子

加点 －－－ ｛以下の事項にも対応できるならば加点とし
て評価する：

加点 －－－ ３）業務管理や予測の支援制御因子　｝

２-５-１-３ 《記述省略》 《記述省略》
加点 －－－ ｛部門系スタッフの場合は，操作内容によっ

ては，その事由入力が求められ，これが記録
されるならば加点として評価する．｝

２-５-１-４ 部門系スタッフの場合は操作内容によって事
由入力が求められ，これが記録されること．

－－－

２-６-１-２ 本院の関係諸規定に則ったアクセス管理を為
しうる機能環境が提供されること．

削除
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２-６-２-３ 《記述省略》 《記述省略》
加点 －－－ ｛以下の事項にも対応できるならば加点とし

て評価する：
加点 －－－ １）情報単位の扱いは対象業務区分に応じて

デフォルト設定できるとともに，患者の要求
に応じて，その範囲を変更できること．なお
情報単位には，診療シリーズも含まれるこ
と．すなわち点としてのイベント管理のみな
らず，連としてのイベント管理もできるこ

加点 －－－ ２）ひとたび患者承諾の登録が為された後に
は，改めて患者承諾の登録が為されない限り
は許諾取得した情報範囲の変更ができないよ
う，設定できること．ただし，立法状況や院
内ポリシーの施行状況によって，本院職員が
これを管理変更できること．

２-６-２-４ 情報単位の扱いは対象業務区分に応じてデ
フォルト設定できるとともに，患者の要求に
応じて，その範囲を変更できること．なお情
報単位には，診療シリーズも含まれること．
すなわち点としてのイベント管理のみなら
ず，連としてのイベント管理もできること．

－－－

２-６-２-５ ひとたび患者承諾の登録が為された後には，
改めて患者承諾の登録が為されない限りは許
諾取得した情報範囲の変更ができないよう，
設定できること．ただし，立法状況や院内ポ
リシーの施行状況によって，本院職員がこれ
を管理変更できること．

－－－

２-６-３-６ 《記述省略》 《記述省略》
加点 －－－ ｛以下の事項にも対応できるならば加点とし

て評価する：
加点 －－－ １）ＤＷＨにおけるアクセスの際には，許諾

状況フラグにより反映された患者自身の自己
決定権と，職員マスタならびに関係と状況に
より形成された職務業務権限とによって，そ
のアクセス権が制御されること．

加点 －－－ ２）ＤＷＨにおけるアクセス権の管理は患者
単位で為されることを前提としているが，横
断的なアクセスも可能とする設定もできるこ

２-６-３-７ ＤＷＨにおけるアクセスの際には，許諾状況
フラグにより反映された患者自身の自己決定
権と，職員マスタならびに関係と状況により
形成された職務業務権限とによって，そのア
クセス権が制御されること．

《記述省略》

２-６-３-８ ＤＷＨにおけるアクセス権の管理は患者単位
で為されることを前提としているが，横断的
なアクセスも可能とする設定もできること．

《記述省略》

■■■■■　正誤　５２
■　対象 C(ii)
■　事由 表現の妥当性もしくは記述明確さの確保

実現可能性の確保
整合性および構成妥当性の確保　＜移動先の目番号は旧版のもの＞

誤 正
１-１-１-４ 職員マスタについては，職種・職階等によっ

てレコード単位やテーブル単位ではなく，
フィールド単位のアクセス権をコントロール

－－－

－－－ ｛職員マスタについては，職種・職階等に
よってレコード単位やテーブル単位ではな
く，フィールド単位のアクセス権をコント
ロールできるならば加点として評価する．｝
１-１-１-３　の配下へ
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１-１-３-２ 《記述省略》 《記述省略》
加点 －－－ ｛以下の事項にも対応できるならば加点とし

て評価する：
－－－ １）現在ある保存用のデータ（ＭＴ，ＣＧＭ

Ｔ）を利用することができること．
－－－ ２）現在ある保存用のデータ（レセプト，会

計原簿，日計表等）を印刷することができる
１-１-６-１ 現在ある保存用のデータ（ＭＴ，ＣＧＭＴ）

を利用することができること．
－－－

１-１-６-２ 現在ある保存用のデータ（レセプト，会計原
簿，日計表等）を印刷することができるこ

－－－

１-３-９-２ 保険登録の出力条件は以下のとおりとするこ 同左
１）公費負担金の，当月残額を表示すること
ができること．

１）保険者番号を基に保険者名，記号を自動
で表示できること．

２）保険者番号を基に保険者名，記号を自動
で表示できること．

－－－

加点 －－－ ｛以下の事項にも対応できるならば加点とし
て評価する：

－－－ ２）公費負担金の，当月残額を表示すること
ができること．　｝

１-５-４-４ 治療上の外泊については，その事由を入力お
よび参照できること（精神病棟など）．

コメントを入力および参照できること．

加点 －－－ ｛治療上の外泊（精神病棟など）について
は，その事由を入力および参照できるなら
ば，加点として評価する．｝

１-５-４-５ コメントを入力および参照できること． －－－

１-６-１１-７ 《記述省略》 《記述省略》
加点 －－－ ｛会計登録される前の状態では，診療系シス

テムや部門系システムから取り込まれたデー
タと，医事会計システムで自動発生させた
データ，手動で入力・修正・削除のデータに
ついて，それぞれ弁別できるように表示でき
るならば，加点として評価する．｝

加点 ｛セットデータ（診療系の項目セットと同
様）の表示，非表示が選択できるならば加点
として評価する．｝

同左

加点 －－－ ｛修正・削除の履歴を表示できるならば加点
として評価する．｝

１-６-１１-９ 会計登録される前の状態では，診療系システ
ムや部門系システムから取り込まれたデータ
と，医事会計システムで自動発生させたデー
タ，手動で入力・修正・削除のデータについ
て，それぞれ弁別できるように表示するこ

《記述省略》

１-６-１１-１０ 修正・削除の履歴を表示できること． 《記述省略》

１-６-１３-７ 《記述省略》 《記述省略》
加点 －－－ ｛会計入力を中断せずに，薬効番号から保険

点数を検索できるならば加点として評価す
１-６-１３-８ 会計入力を中断せずに，薬効番号から保険点

数を検索できること．
《記述省略》

１-６-１４-７ 歯科の診療報酬において算定できる診療行為
の履歴，回数を表示できること．

歯科の診療報酬において，算定した診療行為
の履歴，回数を表示できること．

１-６-１５-１ さらに診療プラットフォームに，当該患者の
当該項目について「算定可能指導料・管理
料」を表示できること．

｛さらに診療プラットフォームに，当該患者
の当該項目について「算定可能指導料・管理
料」を表示できるならば，加点として評価す

１-８-３-１ ８）端末のオペレータ番号を個々に設定し，
収納業務の制限（再発行，再計算，書損，告
知，返金）ができること．

８）端末のオペレータ番号を個々に設定し，
収納業務の制限ができること．

１-８-６-１ 一度出した画面から同一患者の他画面に移る
際，患者番号を再入力せずに移行できるこ

同一患者の他画面を複数同時（画面分割表
示）に表示できること．

また，同一患者の他画面を複数同時（画面分
割表示）に表示すること．

－－－

加点 －－－ ｛また，一度出した画面から同一患者の他画
面に移る際，患者番号を再入力せずに移行で
きるならば，加点として評価する．｝
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１-９-１-３ 作成した帳票は共通で画面が参照できるこ
と．

帳票出力は医事相談室および医事課医療情報
係などの管理部門のみから出力できること．

１-９-１-４ 帳票出力は医事相談室および医事課医療情報
係などの管理部門のみから出力できること．

作成した帳票は画面参照できること．

加点 －－－ ｛以下の機能も提供されるならば加点として
評価する：

加点 －－－ 診察日ごとに，対象病名と診察医の参照・入
力・修正ができること．

加点 －－－ 患者の病名と診察医（医員・研修医も含む）
が参照できること．

加点 －－－ 診察医（医員・研修医も含む）の診察曜日一
覧が出力できること．

加点 －－－ 公費有効期限の３カ月前から警告が点滅等に
より表示でき，担当医と主治医も表示できる

１-９-５-１ 診察日ごとに，対象病名と診察医の参照・入
力・修正ができること．

－－－

１-９-５-２ 患者の病名と診察医（医員・研修医も含む）
が参照できること．

－－－

１-９-５-３ 診察医（医員・研修医も含む）の診察曜日一
覧が出力できること．

－－－

１-９-６-１ 公費有効期限の３カ月前から警告が点滅等に
より表示でき，担当医と主治医も表示できる

－－－

１-９-７-１ 公費専用の基本画面を有すること． 削除

１-１０-３-３ 《記述省略》 《記述省略》
加点 －－－ ｛特別食の名称を表示するフィールドも用意

されるならば，加点として評価する．｝
１-１０-３-４ 特別食の名称を表示すること． 《記述省略》

１-１１-１-３ 《記述省略》 《記述省略》
加点 －－－ ｛診療データの修正が，随時債権データの請

求・保留・修正に反映されるならば，加点と
して評価する．｝

加点 －－－ ｛会計内容修正後に再集計を行うことで，修
正後の点数および金額が反映されるならば，
加点として評価する．｝

１-１１-１-４ 診療データの修正が，随時債権データの請
求・保留・修正に反映できること．

《記述省略》

１-１１-１-５ 会計内容修正後に再集計を行うことで，修正
後の点数および金額が反映されること．

《記述省略》

１-１１-４-１ 返戻・減点・保留ならびに未請求とその事由
は，診療プラットフォームにおいて参照でき

加点項目として　１-１１-２-７　の配下へ

１-１１-４-２ 中央診療部門の業務に関わる返戻・減点・保
留とその事由は，当該診療部にもフィード
バックされること．ただし当該診療部への
フィードバックは，各部門システム，院内
メールもしくは院内ＷＷＷにて行うこと．

加点項目として　１-１１-２-７　の配下へ

１-１３-１-９ ●患者数報告書（臓器別） 加点へ　（番号を振り替えいるので注意）
１-１３-１-１１ ベッド稼働率統計（月期間） 加点へ　（番号を振り替えいるので注意）
１-１３-１-２６ 改正影響表（月期間） 加点へ　（番号を振り替えいるので注意）
１-１３-１０-７ 医療改定,薬価改正に伴う影響率 加点へ　（番号を振り替えいるので注意）
１-１３-１１-１１ 点数改正後の影響率調査 加点へ　（番号を振り替えいるので注意）
１-１３-１１-１２ 臓器別収入月報／年報 加点へ　（番号を振り替えいるので注意）
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１-１４-１２-１ 《記述省略》 《記述省略》
加点 －－－ ｛ベッドマスタは，個々のベッド単位で履歴

を保持でき，科部別・病棟別や院内共通ベッ
ドについて管理が可能で，その稼働状況また
は空床状況を端末画面からオンラインで参照
できるならば，加点として評価する．｝

１-１４-１２-２ ベッドマスタは，個々のベッド単位で履歴が
有り，その稼働状況（空床状況）が，科部
別・病棟別や院内共通ベッドについて管理が
可能で，端末画面からオンラインで参照でき

－－－

１-１４-１５-１ オプションテーブル 削除
１-１４-１６-１ 患者属性テーブル 削除
１-１４-１８-１ 《記述省略》 《記述省略》

－－－ ｛労災基準局についても，専用のテーブルに
て管理できるならば，加点として評価す

１-１４-２０-１ 労災基準局テーブルのメンテナンスができる
こと．

－－－

１-１４-２２-１ 予約関連のテーブル設定が行えること． 削除

１-１６-１-１ 総合診療センター在宅診療相談室におけるコ
ンサルタント業務，救急部における受付，夜
間出入口警備室における院内セキュリティ管
理，時間外（土日・祝日含む），その他の案
内用に，必要最小限の照会処理（患者検索，
入院患者検索等）ができること．

案内用に，必要最小限の照会処理（患者検
索，入院患者検索等）ができること．
例）夜間出入口警備室におけるセキュリティ
管理，在宅診療相談室におけるコンサルタン
ト業務，など．

１-１７-２-３ 《記述省略》 《記述省略》
加点 －－－ １）医事会計業務端末からも，算定・非算定

に関わらず，エントリ／オーダ履歴を検索で
きること．

加点 －－－ ２）算定チェックコメントリスト，自動保留
分モニタリストを表示・出力できること．

１-１７-２-４ 医事会計業務端末からも，算定・非算定に関
わらず，エントリ／オーダ履歴を検索できる

－－－

１-１７-２-５ 算定チェックコメントリスト，自動保留分モ
ニタリストを表示・出力できること．

－－－

■■■■■　正誤　５３
■　対象 C-(iii)
■　事由 表現の妥当性もしくは記述明確さの確保

実現可能性の確保
整合性および構成妥当性の確保　＜移動先の目番号は旧版のもの＞

誤 正
１-２-３-１ 診療情報を整理して保管表示するためのコン

テナ機能を備え，以下に挙げるコンテナが提
供されること．

診療情報を整理して保管表示するためのコン
テナ機能を備え，以下に挙げるコンテナが提
供されること．

１）第１群：　基本情報（医事会計関係の諸
情報）

１）第１群：　基本情報（医事会計関係の諸
情報）

　　　　　　　担当医一覧，参照者一覧 　　　　　　　担当医一覧，参照者一覧，
　　　　　　　感染症一覧，ドナー／レシピ
エント

　　　　　　　感染症一覧

２）第２群：　基本情報（臨床；既往歴，身
長・体重を含む）

２）第２群：　基本情報（臨床；既往歴，身
長・体重を含む）

　　　　　　　プロブレム，ＳＯＡＰ 　　　　　　　プロブレム，ＳＯＡＰ
　　　　　　　オーダノート，オーダ進捗状

加点 ｛以下に挙げるコンテナが提供されるなら
ば，加点として評価する．

｛以下に挙げるコンテナが提供されるなら
ば，加点として評価する．

　１）第１群：　病理診断参照画面 １）第１群：　病理診断参照画面，ドナー／
レシピエント

　２）第２群：　基本情報，予診情報，診療
科部ごとの各種管理番号

２）第２群：　基本情報，予診情報，診療科
部ごとの各種管理番号，オーダ進捗状況，

　　診療文書： 　　診療文書：
　　　　　　　受領紹介状，各種承諾書， 　　　　　　　受領紹介状，各種承諾書，
　　　　　　　退院時サマリ，逆紹介状等 　　　　　　　退院時サマリ，逆紹介状等

１-２-６-１ ｛項目の種類は，後述するファセット・ライ
ブラリを利用することで構成できるならば加
点として評価する．｝

削除

１-２-１１-１１ ５）算定数・算定単位 加点へ，番号を振り替えて　６）
６）支払区分 加点へ，番号を振り替えて　７）
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１-２-１２-１ 病名エントリ・ツールによって保険傷病名が
確定されないうちは，入力中の保険算定項目
の算定処理を有効にしないこと．

病名エントリ・ツールによって保険傷病名が
確定されないうちは，入力中の保険算定項目
の算定処理を有効にしないよう設定できるこ

加点 －－－ １）関連づけされないままに強制終了等の異
常処理が行われた場合には，当該セッション
の全ての処理を無効としつつ，システム整合
性を保つこと．

加点 －－－ ２）処置エントリ・ツールによって入力され
た処置項目は，診療ブロックの入力内容を確
定するまでは，算定・非算定属性の切替えが

加点 －－－ ３）処置エントリ・ツールによって入力され
た処置項目は，診療ブロックの入力内容を確
定するまでは，診療ブロックにおける関連付
けを司る保険傷病名の属性の支払区分とは異
なる支払区分への切替えができること．

１-２-１２-３ 関連づけされないままに強制終了等の異常処
理が行われた場合には，当該セッションの全
ての処理を無効としつつ，システム整合性を

－－－

１-２-１２-４ 処置エントリ・ツールによって入力された処
置項目は，診療ブロックの入力内容を確定す
るまでは，算定・非算定属性の切替えができ

－－－

１-２-１２-５ 処置エントリ・ツールによって入力された処
置項目は，診療ブロックの入力内容を確定す
るまでは，診療ブロックにおける関連付けを
司る保険傷病名の属性の支払区分とは異なる
支払区分への切替えができること．

－－－

１-２-１３-４ ｛診療論理ワークベンチにおいてもフィルタ
リングできるならば加点として評価する．｝

削除

１-３-２-１ 展開画面数は１６，選択メニュー階層数は
８，選択メニューのカラム数は８以上可能と
し，マスタファイルの項目数は制限しないこ
と．

選択メニューであれば階層数は４程度，選択
メニューであればカラム数は４程度でマスタ
ファイルの項目数は制限しないことを原則と
する．　ただしエントリ内容あるいはオーダ
内容等に即したデザインとすること．

１-３-２-１２ １オーダ単位中に複数のオーダ項目がある場
合，個々のオーダ項目は互いに異なる傷病
名，病名，プロブレムと関連づけて指定でき
る機能を有すること．

－－－

加点 －－－ ｛１オーダ単位中に複数のオーダ項目がある
場合，個々のオーダ項目は互いに異なる傷病
名，病名，プロブレムと関連づけて指定でき
る機能を有するならば，加点として評価す
１-３-２-１１　の配下に

１-３-３ オーダノート 削除

１-３-４-１ 一塊の診療行為に関わる各種エントリやオー
ダを一括して実施するための統合ツールであ
るフォーム（form）機能（もしくはテンプ
レート機能）が提供されること．

一塊の診療行為に関わる各種所見を一括して
実施するための統合ツールであるフォーム
（form）機能（もしくはテンプレート機能）
が提供されること．

１-３-４-３ フォームのコンテンツならびに機能は，上記
１－３－３－３，１－３－３－４，１－３－
３－５，１－３－３－６，１－３－３－７に
記載のオーダノート各種機能と同様であるこ

削除

｛フォームのコンテンツは，「ファセット・
ライブラリ」に複写登録できるならば加点と
して評価する．｝

削除

｛「ファセット・ライブラリ」からもフォー
ムに対してコンテンツを複写登録できるなら
ば加点として評価する．｝

削除

１-３-５ ファセット・ライブラリ 削除
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１-３-６-１ 一連の診療行為を一括して・もしくは部分的
にハンドリングするため機能画面に対してリ
ソースを与えるリポジトリ機能であるパス・
ライブラリ機能が提供されること．

同左

１-３-６-２ パス・ライブラリのコンテンツは，特定の
ファセットを時間軸に並べて連結したパスで
あること．

各パスは，適用範囲（院内全体，各診療科部
など），プロブレムまたは病名，またはプロ
トコルやソリューションもしくはロル，のう
ちいずれかに応じて選択表示できること．

１-３-６-３ 一つのパスの各ファセット間には，相対期間
を指定できること．

各パスは，作成者，作成日付，ならびに，前
項の機能を実現するために要する管理用項目
を保管できること．

１-３-６-４ 各パスは，適用範囲（院内全体，各診療科
部，診療グループ，診療スタッフ個人），プ
ロブレムまたは病名，あるいはプロトコルや
解決法に応じて選択表示できること．

パス を策定するためのツールも同時に提供
し，パスの生成，追加，編集，削除ができる
こと．

加点 －－－ ｛１年以上再利用されないパスは自動消去で
きる機能を有するならば加点として評価す
る．ただし設定期間の変更機能ならびにパス
のバックアップ機能も同時に提供されるこ

１-３-６-５ 各パスは，作成者，作成日付，指向プロブレ
ムまたは病名，適用診療行為，適用解決策，
適用プロトコル，ならびに適用ロルを記録管
理表示できること．

パスは，「電子カーデックス」に展開できる
こと．
その際，「電子カーデックス」においては，
各項目はそれぞれ適切な項目区分に自動的に
配分されること．

加点 －－－ ｛パスを一覧して選択する際に，作成者の所
属診療科または所属診療グループ，作成日
付，指向プロブレムまたは病名，適用診療行
為，適用ソリューション（解熱など），適用
プロトコル，あるいは適用ロルによってフィ
ルタリングして表示できるならば，加点とし

加点 －－－ ｛診療スタッフが宣言した関係と状況，選択
中のプロブレム，病名，適用中のクリニカ
ル・パスによって一次フィルタリングされる
機能を有するならば加点として評価する．｝

１-３-６-６ 新たなパスをパス・ライブラリに登録する際
には，上記書誌事項の入力を促す機能が備
わっていること．

－－－

ただし，ツールと診療プラットフォームの間
の自動転記機能によって入力の省力化が図ら
れていること．

－－－

１-３-６-７ パス を策定するためのツールも同時に提供す
ること．なお必要な場合には，ファセットを
策定するためのツールと連携連動すること．

－－－

１-３-６-８ パスの生成，追加，編集，削除ができるこ －－－
｛１年以上再利用されないパスは自動消去で
きる機能を有するならば加点として評価す
る．ただし設定期間の変更機能ならびにパス
のバックアップ機能も同時に提供されるこ

－－－

１-３-６-９ パスへのファセットの追加，編集ならびに削
除ができること．

－－－

１-３-６-１０ オーダノート・あるいは・ＳＯＡＰコンテナ
のＰ領域または「電子カーデックス」からパ
ス・ライブラリに対してコンテンツをドラッ
グ＆ドロップすることにより，当該パスを登

－－－

その際，当該患者との関連に関わる属性は自
動的に取り除かれること．

－－－

１-３-６-１１ パス・ライブラリから，オーダノート・ある
いは・ＳＯＡＰコンテナのＰ領域または「電
子カーデックス」に対してパスをドラッグ＆
ドロップすることにより，当該患者のクリニ
カル・パスを登録できること．

－－－

その際，「電子カーデックス」においては，
各項目はそれぞれ適切な項目区分に自動的に
配分されること．

－－－

１-３-６-１２ パスを一覧して選択する際に，作成者の所属
診療科または所属診療グループ，作成日付，
指向プロブレムまたは病名，適用診療行為，
適用解決策（解熱など），適用プロトコル，
あるいは適用ロルによってフィルタリングし

－－－

｛診療スタッフが宣言した関係と状況，選択
中のプロブレム，病名，適用中のクリニカ
ル・パスによって一次フィルタリングされる
機能を有するならば加点として評価する．｝

－－－
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１-３-７-１ ログイン時の患者フェーズ，診療グループや
診療科，指向プロブレムまたは病名，ロル
（関係と状況）の属性値に応じて，処理の内
容と流れ（workflow）を考慮した操作環境を
提供すること．

ログイン時の診療グループや診療科，ロル
（関係と状況）などの属性値に応じて，処理
の内容と流れ（workflow）を考慮した操作環
境を提供すること．

１-３-８-３ 選択メニューならびにリストは，病院全体，
各診療科，各医師別に作成・運用・管理でき

選択メニューならびにリストは，病院全体，
各診療科に作成・運用・管理できること．

加点 －－－ ｛診療グループ別，医師別にも対応できるな
らば加点として評価する．｝

１-３-８-９ セットは，院内共通，診療科別，診療グルー
プ別，医師別，疾患別に作成・運用・管理で
きること．

セットは，院内共通，診療科別に作成・運
用・管理できること．

加点 －－－ ｛診療グループ別，医師別，疾患別にも対応
できるならば加点として評価する．｝

加点 －－－ {選択メニューの項目表示の際に，保険適用の
有無を表示可能な機能を備えているならば，
加点として評価する．｝

１-３-８-１０ 選択メニューの項目表示の際に，保険適用の
有無を表示可能な機能を備えること．

－－－

１-３-８-１１ 全ての項目を表示選択する機能も有し，保険
適用可能項目と不適項目とを区別して表示で
きること．

－－－

１-４-１-１ 所見入力を含め，何らかの診療行為が診療プ
ラットフォームに記入され，かつ，診療目的
（＝プロブレムもしくは病名との関連づけ）
が登録されていない状態で診療プラット
フォームを終了しようとした場合は，診療目
的の入力を促すことができること．

同左

｛同一疑い病名が月末締め２回以上（60歴日
ではない）連続した後にも当該病名が変遷さ
れない場合には，警告を発するならば加点と
して評価する．４回以上連続した後は警告頻
度を上げること．｝

同左

加点 －－－ ｛医事会計システムで確定した，各種指導
料・管理料・診療料・加算の請求可能性につ
いて参照できるならば，加点として評価す

加点 －－－ ｛在宅医療を受けている患者に対しては，最
終受診日をもとに，基本診療料の取り漏れを
防ぐため，定期的に再来受診を促す表示を行
うならば加点として評価する．｝

加点 －－－ ｛医事会計システムから送信される，返戻・
減点・保留ならびに未請求とその事由の閲覧
を促すことができるならば，加点として評価

１-４-１-２ 医事会計システムで確定した，各種指導料・
管理料・診療料・加算の請求可能性について
参照できること．

《記述省略》

加点 ｛在宅医療を受けている患者に対しては，最
終受診日をもとに，基本診療料の取り漏れを
防ぐため，定期的に再来受診を促す表示を行
うならば加点として評価する．｝

－－－

１-４-１-３ 医事会計システムから送信される，返戻・減
点・保留ならびに未請求とその事由の閲覧を
促すこと．

《記述省略》

33 / 37 



ERRATA   May/2002

■■■■■　正誤　５４
■　対象 C-(iv)
■　事由 表現の妥当性もしくは記述明確さの確保

実現可能性の確保
整合性および構成妥当性の確保　＜移動先の目番号は旧版のもの＞

２-１-１-１ また，処方箋，用法，薬剤の各単位で各種の
コメントの入力ができること．

また，用法単位で各種のコメントの入力がで
きること．

２-２-５-１８ アクティブな病名の中に，投与対象薬剤に対
する禁忌症が存在する場合は警告を発する機
能を有すること．また，アクティブなプロブ
レム，および既往について，選択項目として
入力された情報の病態表現と薬剤との関係を
チェックし禁忌条件に該当する場合は警告を

－－－

加点 －－－ ｛アクティブな病名の中に，投与対象薬剤に
対する禁忌症が存在する場合は警告を発する
機能を有すること．また，アクティブなプロ
ブレム，および既往について，選択項目とし
て入力された情報の病態表現と薬剤との関係
をチェックし禁忌条件に該当する場合は警告
を発する機能を有するならば，加点として評

３-２-２-１５ 疾患別オーダセットを作成でき，そのセット
を利用してオーダした場合，病名とオーダと
のリンクがはられること．またその情報は部
門へ送られること．

－－－

加点 －－－ ｛疾患別オーダセットを作成でき，そのセッ
トを利用してオーダした場合，病名とオーダ
がリンクがされ，またその情報は部門へ送ら
れるならば，加点として評価する．｝

３-２-５-１９ アクティブな病名の中に，注射対象薬剤に対
する禁忌症が存在する場合は警告を発する機
能を有すること．また，アクティブなプロブ
レム，および既往について，選択項目として
入力された情報の病態表現と薬剤との関係を
チェックし禁忌条件に該当する場合は警告を

－－－

加点 －－－ ｛アクティブな病名の中に，注射対象薬剤に
対する禁忌症が存在する場合は警告を発する
機能を有すること．また，アクティブなプロ
ブレム，および既往について，選択項目とし
て入力された情報の病態表現と薬剤との関係
をチェックし禁忌条件に該当する場合は警告
を発する機能を有するならば，加点として評

３-３-１-３ 破損注射薬品の請求を行えること． －－－
加点 －－－ ｛破損注射薬品の請求を行えるならば，加点

として評価する．｝
３-３-１-２　の配下

４-１-４-２ 薬剤，検査項目とも，３種類以上を同時に表
示できること．

項目は，３種類以上を同時に表示できるこ
と．

４-１-４-４ 検査結果は検査値とともに異常値を示す記号
《例：Ｈ，Ｌなど》が表示でき，さらに色調
によって判別できる機能を有すること．

検査結果は，異常値を示す記号《例：Ｈ，Ｌ
など》または色調によって判別できる機能を
有すること．

５-１-２-４ 血液型検査依頼時には，主治医判定も可能な
こと．

－－－

加点 －－－ ｛血液型検査依頼時には，主治医判定も可能
であれば，加点として評価する．｝
５-１-２-３　の配下に

６-１-２-７ 自己オーダで当日が実施日として指定された
場合，実施入力画面へ遷移すること．

自己オーダで当日が実施日として指定された
場合，これを実施入力できる機能が供される

１１-１-２-５

６-２-１-４ 予約シート上のセルには，予約された対象患
者の氏名が表示されること．

予約された対象患者の氏名を表示する機能を
有すること．

７-２-１-４
９-４-１-３
１１-２-１-４
１２-２-１-４
１３-２-１-４
１４-２-１-４
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６-２-４-５ オーダ対象検査を含むオーダノート，フォー
ム，ファセット・ライブラリから，項目を引
用することによって，オーダの指示入力がで

削除

｛ブッキングの指示入力が同様にできる場合
は加点として評価する．｝

｛ブッキングの指示入力が同様にできる場合
は加点として評価する．｝

｛オーダ対象検査を含むファセットを持つパ
スをオーダノート，電子カーデックス，パ
ス・ライブラリから（一部）指定することに
よって，検査項目の連続指示ができるならば
加点としてする．このときファセット間の相
対期間は具体的な日時に変換され，さらにこ

削除

７-２-４-１
１１-２-４-５
１２-２-４-５
１３-２-４-５
１４-２-４-５

６-３-２-３ 予約票の出力先は，端末毎に設定できるこ
と．なおデフォルトでは患者ステータスの演
算結果に応じて，以下の通りとする．

予約票の出力先は，端末毎に設定できるこ
と．なおデフォルトでは患者ステータスに応
じて，以下の通りとする．

７-３-２-３
９-５-１-２
１１-３-２-３
１２-３-２-３
１３-３-２-３
１４-３-２-３

６-５-１-５ 診療プラットフォームの然るべきコンテナは
放射線部サブシステム，自己オーダならびに
放射線治療システムからの返値情報によっ
て，被曝量ならびに累積被曝量を表示できる

被曝量ならびに累積被曝量を表示できる機能
が提供されること．

７-２-４-１ ｛オーダ対象検査を含むオーダノート，
フォーム，ファセット・ライブラリから，項
目を引用することによって，オーダならびに
ブッキングの指示入力ができるならば加点と

削除

｛オーダ対象検査を含むファセットを持つパ
スをオーダノート，電子カーデックス，パ
ス・ライブラリから（一部）指定することに
よって，検査項目の連続指示ができるならば
加点として評価する．

削除

このときファセット間の相対期間は具体的な
日時に変換され，さらにこれを編集できるこ

削除

８-４-５-２ 薬価請求可能な食種情報を薬剤部システムに
送信すること．

削除

■■■■■　正誤　５５
■　対象 C-(v)
■　事由 表現の妥当性もしくは記述明確さの確保

実現可能性の確保
整合性および構成妥当性の確保　＜移動先の目番号は旧版のもの＞

誤 正
２４-１-１-１ 標記の国立大学病院共通ソフトの導入と接続

および稼動を完遂すること．
標記の国立大学病院共通ソフトの導入を支援
し，接続および稼動を完遂すること．

35 / 37 



ERRATA   May/2002

■■■■■　正誤　５６
■　対象 C-(vi)
■　事由 表現の妥当性もしくは記述明確さの確保

実現可能性の確保
整合性および構成妥当性の確保　＜移動先の目番号は旧版のもの＞

誤 正
３-１-２-１ 本院の全ての経営資源（人的資源・動産・資

金等・不動産）を登録できること．
本院の全ての経営資源（人的資源・動産・資
金等・不動産）が登録可能なシステム環境で
あること．

３-１-２-２ 本院の全ての診療資源は登録できること． 本院の全ての診療資源が登録可能なシステム
環境であること．

３-２-４-１ 事務局人事管理システムから必要な情報をと
りこみデータ統合すること．

事務局人事管理システムから必要な情報をと
りこみデータ統合できること．

３-４-２-１ 注射薬剤一覧 以下の帳票を出力できること．
－－－ １）注射薬剤一覧
－－－ ２）注射薬剤使用実績一覧表

加点 －－－ ｛臓器別統計帳表も出力できるならば加点と
して評価する．｝

３-４-２-２ 注射薬剤使用実績一覧表 《記述省略》
３-４-２-３ 臓器別統計帳表 《記述省略》

３-４-２-４ 予算関係５月調書作成に関係する以下の帳票
が出力できること．

予算関係５月調書作成に関係する以下の帳票
作成に資する機能を提供可能であること．

３-４-２-５ 予算関係９月調書作成に関係する以下の帳票
が出力できること．

予算関係９月調書作成に関係する以下の帳票
作成に資する機能を提供可能であること．

３-４-２-６ 予算関係２月調書作成に関係する以下の帳票
が出力できること．

予算関係２月調書作成に関係する以下の帳票
作成に資する機能を提供可能であること．

３-５-２-１ 以下の諸表を出力すること（週次・月次・四
半期・半期・年次）．

以下の諸表を出力できること（週次・月次・
四半期・半期・年次）．

３-５-３-１ 経営分析レポート（日次・週次・月次・四半
期・半期・年次・三年次・五年次）

以下の資料作成に資する機能を提供可能であ
ること．

－－－ Ａ）経営分析レポート（日次・週次・月次・
四半期・半期・年次・三年次・五年次）

－－－ Ｂ）人的資源の動態把握（人的資源の活用状
況と適正配置）に関する資料

－－－ Ｃ）動産資源の動態把握（消耗品回転率や医
療機器稼働率と効率的運用）に関する資料

－－－ Ｄ）不動産資源の動態把握（実稼働率向上に
よる診療空間の有効利用）に関する資料

－－－ Ｅ）診療債権の動向把握（債権の証券化対
策）に必要な資料

－－－ Ｆ）国立学校特別会計予算の企業会計的な支
出把握に必要な資料

－－－ Ｇ）病院評価機構の評価項目に適合する人的
資源配置と物的資源配分に関する資料

－－－ Ｈ）上記資料は，以下の算出にも活用するこ
ととなる．

３-５-３-２ 人的資源の動態把握（人的資源の活用状況と
適正配置）に関する資料

－－－

３-５-３-３ 動産資源の動態把握（消耗品回転率や医療機
器稼働率と効率的運用）に関する資料

－－－

３-５-３-４ 不動産資源の動態把握（実稼働率向上による
診療空間の有効利用）に関する資料

－－－

３-５-３-５ 診療債権の動向把握（債権の証券化対策）に
必要な資料

－－－

３-５-３-６ 国立学校特別会計予算の企業会計的な支出把
握に必要な資料

－－－

３-５-３-７ 病院評価機構の評価項目に適合する人的資源
配置と物的資源配分に関する資料

－－－

３-５-３-８ 上記資料は，以下の算出にも活用することと
なる．

－－－
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■■■■■　正誤　５７
■　対象 D
■　事由 表現の妥当性もしくは記述明確さの確保

実現可能性の確保
整合性および構成妥当性の確保　＜移動先の目番号は旧版のもの＞

誤 正
３-３-１-１ 現有する全ての診療データ，マスターファイ

ルデータその他の管理データを，システムの
移行と導入日程に合わせて移行すること．

現有する病院情報システムが保有する診療
データ，マスターファイルデータその他の管
理データを，システムの移行と導入日程に合
わせて移行すること．

３-３-１-６ 磁気テープに保管してある過去データについ
ても，その全てを移行できる環境を提供する

磁気テープに保管してある過去データについ
ても，その移行について支援すること．

３-３-２-１ データ移行においては，必要なコード体系の
変換作業を行うこと．

データ移行においては，必要なコード体系の
変換作業を本学と協同して行うこと．

すなわち現行システムと本調達システムとの
差異を補償すべく，必要な変換処理を行うこ
と．職員番号，職員番号，職種・職制職階，
科部コードは，現有システムのコード体系を
継承しないので，その扱いについては注意す
ること．

すなわち現行システムと本調達システムとの
差異を補償すべく，必要な変換処理を行うこ
と．
なお職員番号またはこれに代わる管理番号，
職種・職制職階，科部コードは，現有システ
ムのコード体系を継承しないので，その扱い

４-２-２-１ 本調達システムの障害発生時には，ISDN によ
るリモートアクセスサービスにより，24時間
対応可能な体制がとられること．ただし回線
は本院の許可のもと落札者が用意し，通信料
は本調達に含まれるものとする．

同左

なおリモートアクセスの際には，SSHもしくは
SSL/TLSを介したサービスとし，さらに認証に
はRADIUS（Remote Authentication Dial-In
Use Security： RFC-2138, RFC-2139）を用い
ること．

なおリモートアクセスの際には，SSHもしくは
SSL/TLSを介したサービスを用いること．また
認証にはRADIUS（Remote Authentication
Dial-In Use Security： RFC-2138, RFC-
2139）を用いることが望ましい．

なお公衆回線とInternetを利用する場合に
は，VPNまたはIPsecを用いること．ただし，
公衆回線またはInternetの本院までの経路の
障害によって対応が遅れた場合でも，その対
応遅れは免責対象とはしない．加えて，IPsec
を利用できる端末は限定し，その管理者と
ユーザを逐次報告すること．またVPNの場合に
は，その配下のネットワーク環境およびサー
バと端末について，本院の求める情報を全て

公衆回線とInternetを利用する場合には，VPN
またはIPsecを用いること．IPsecを利用でき
る端末は限定し，その管理者とユーザを逐次
報告すること．とくに遠隔監視保守側のVPN配
下のネットワーク環境およびサーバと端末に
ついて，本院の求める情報を全て遅滞なく報
告すること．

４-３-１-１ サーバおよびその周辺装置に関して，機器の
清掃点検を含む定期保守を3ヶ月に1回以上行

サーバおよびその周辺装置に関して，機器の
清掃点検を含む定期保守を年に１回以上行う
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